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1. 目的  

本選択約款は、蒸気ボイラーおよび工業炉におけるガス利用の拡

大により、負荷調整を推進しつつ当社の供給設備の効率的利用を図

り、以って合理的・経済的なガス需給の確立に資することを目的と

いたします。 

2. 選択約款の変更  

(1) 当社は、当社が定める託送供給約款または一般ガス供給約款

を変更した場合、法令の改正により本選択約款の変更の必要

が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本選

択約款を変更することがあります。この場合、ガス料金その

他の供給条件は変更後の選択約款によるものといたします。 

(2) 当社は、本選択約款を変更した場合、(3)および(4)のとおり、

変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。  

(3) 本選択約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書

面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うこ

とについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、 (4)

に定める場合を除きます。 

 

① 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、

インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断

した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により行い、説

明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、

記載します。 

② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行

い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地

点特定番号を記載します。 

 

(4) 本選択約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要

とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条

件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変

更を伴わない場合には、供給条件の説明および契約変更前の

書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をし

ようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明

することおよび契約変更後の書面交付をしないことについ

て、あらかじめ承諾していただきます。  
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3. 用語の定義  

本選択約款および本選択約款にもとづくガス需給契約（以下「ガ

ス需給契約」および一般ガス供給約款に規定する「ガス使用契約」

をそれぞれ「契約」といいます。）において使用する用語の定義は、

次のとおりといたします。 

（1） 「契約最大時間流量」とは、契約期間における 1 時間あたり

の最大の使用予定量をいいます。 

（2） 「契約月別使用量」とは、契約期間における各料金算定期間の

使用予定量をいいます。なお、各料金算定期間は、その各料金算

定期間の末日が属する月をもって表示いたします。  

（3） 「契約年間使用量」とは、契約月別使用量の合計量をいいます。 

（4） 「契約月平均使用量」とは、契約年間使用量を 12 で除したも

のをいいます。この場合、その計算の結果、1 立方メートル未満

の端数が生じた場合にはその端数を切捨てます。  

（5） 「最大需要期」とは、1 月の定例検針日が料金算定期間の末日

となる料金算定期間から 4 月の定例検針日が料金算定期間の末

日となる料金算定期間をいいます。 

（6） 「契約年間負荷率」とは、次の算式により算定した割合をいい、

パーセントで表示いたします。この場合、その計算の結果、小数

点以下の端数が生じた場合にはその端数を切捨てます。  

契約年間負荷率＝契約月平均使用量 

÷最大需要期の 1 か月あたり平均契約使用量×100 

（7） 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費

税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する

金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が

生じた場合には、その端数を切捨てます。  

（8） 「消費税率」とは、消費税法の規定にもとづく税率に地方税法

の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。  

（9） 「単位料金」とは、10 に規定する基準単位料金または調整単

位料金をいいます。 

（10） 「ガス小売事業者」とはガス事業法第 2 条第 3 項に規定され 

る事業者をいいます。 

（11） 「託送供給約款」とはガス事業法第 2 条第 6 項に規定される

一般ガス導管事業者がガス事業法第 48 条に従い定める託送供給

約款をいい（変更があった場合には、変更後のものをいいます。）、

本選択約款においては当社の託送供給約款（需要場所で払い出す
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託送供給）をいいます。 

（12） 「当社（導管部門）」とは、ガス事業法第 2 条第 5 項に規定さ

れる事業を営む当社の部門を指します。  

（13） 「ガス小売供給に係る無契約状態」とは、お客さまが 5(1)の

申込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がク

ーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難にな

った場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さ

まが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、当

社は、いずれのガス小売事業者とも託送供給契約が締結されてい

ないにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けてい

る状態である場合（当社がお客さまとガス小売供給に係る契約を

締結している場合を除く。）には、ガス小売供給に係る無契約状

態と判断いたします。 

4. 適用条件  

本選択約款は、次のすべての条件を満たし、当社との協議が整っ

たお客さまに適用いたします。 

（1） 別表第 1 で定めるいずれかの機器を使用すること。  

（2） 契約年間使用量が 500,000 立方メートル未満であること。 

（3） 契約最大時間流量が 3 立方メートル以上であること。 

（4） 契約月平均使用量が 191 立方メートル以上であること。 

（5） 契約年間負荷率が 75 パーセント以上であること。 

（6） 同一需要場所において他の選択約款（付帯契約型の選択約款

を除きます。）または一般ガス供給約款にもとづく契約を締結し

ていないこと。 

（7） 不測の需給逼迫等の緊急時において当社が必要と認めた場合

には、一般需要に先立って緊急調整（供給の制限または中止）に

応じられる需要であること。 

5. 契約の締結および契約期間  

（1） 本選択約款にもとづく契約の締結を希望されるお客さまは、

当社と協議のうえ、適用する料金その他の供給条件を定めた契約

を当社と締結していただきます。 

（2） お客さまが、新たに本選択約款にもとづく契約の締結を申し

込む場合、またはその後の契約更新に際し契約内容を変更しよう

とする場合には、当社に対し年間のガスの使用計画を提示するも

のとし、当社はその使用計画にもとづき、機器の規模、同一業種
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の負荷実態、およびお客さまの過去の実績等を参考にして、お客

さまとの協議により次の契約使用量等を定めるものといたしま

す。 

①契約最大時間流量 

②契約年間使用量 

③契約月別使用量 

（3） 契約最大時間流量は原則としてガスメーターの能力と同一と

いたします。ただし、お客さまが希望される場合には、負荷計測

器を設置の上、原則として契約開始または更新に先立つ前 12 か

月の負荷記録計により算定された 1 時間当たりの最大の使用量

（以下「実績最大時間流量」といいます。）をもって契約最大時

間流量といたします。なお、算定された実績最大時間流量が 3 立

方メートル未満の場合、契約最大時間流量は 3 立方メートルとい

たします。 

（4） 契約期間は原則として 1 年間とし、契約に定めます。ただし、

契約期間満了に先立ってお客さまと当社の双方が契約内容につ

いて異議のない場合には、契約は 1 年間延長するものとし、以後

これにならうものといたします。 

（5） 3（13）のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガ

ス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその

開始日といたします。 

（6） 当社は、本選択約款または他の選択約款にもとづく契約をそ

の契約期間満了前に解約されたお客さまから、同一需要場所にお

いて本選択約款にもとづく契約の申込みがなされた場合であっ

て、その契約の開始日が当該解約の日から 1 年に満たない日とな

る場合には、その申込みを承諾できないことがあります。ただし、

設備の変更または建物の改築等のための一時不使用による解約

の場合はこの限りではありません。 

（7） 当社は、お客さまが当社との他の契約（すでに消滅しているも

のを含みます。）の料金または延滞利息を、それぞれの契約に定

める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、本選択約

款にもとづく契約の申込みを承諾できないことがあります。  

6. 使用量の算定  

（1） 当社は、前回の検針日および今回の検針日におけるガスメー

ターの読みにより使用量を算定いたします。  

（2） 定例検針日は原則として毎月当社の第 1 営業日といたします。
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なお営業日とは、一般ガス供給約款に規定する休日でない日をい

います。 

（3） お客さまが希望される場合には負荷計測器を設置し、負荷計

測器により実績最大時間流量を算定いたします。ただし、負荷計

測器の故障等の場合には、当社とお客さまの協議によりその月に

おける実績最大時間流量を算定いたします。  

（4） 負荷計測器本体費用は当社負担とし、取付関係工事費はお客

さま負担といたします。 

7. 料金  

（1） 当社は、別表の料金表を適用して、6 の規定により算定した使

用量にもとづき、その料金算定期間の料金を算定いたします。  

（2） 当社は、料金について、その計算の結果、1 円未満の端数が生

じた場合は、その端数を切捨てます。  

（3） 料金は、一般ガス供給約款に規定する支払義務発生日の翌日

から起算して 30 日以内にお支払いただきます。ただし、支払義

務発生日の翌日から起算して 30 日目（以下「支払期限日」とい

います。）が一般ガス供給約款に規定する休日の場合には、その

直後の休日でない日を支払期限日といたします。  

（4） お客さまと当社との協議により当社が継続して当社との他の

契約の料金と一括して請求することとした場合の支払期限日は、

(3)の規定にかかわらず、一般ガス供給約款の規定によるものと

いたします。 

（5） お客さまが新たにガスのご使用を開始した日と契約開始日が

同日の場合は、一般ガス供給約款 22（3）および 22（4）の規定

にもとづき日割計算を行います。ただし、当社の都合で料金算定

期間の日数が 36 日以上になった場合を除きます。 

（6） お客さまの都合や契約違反により本選択約款にもとづく契約

を契約期間中に解約した場合、またはガスの使用を一時停止した

場合、その月の基本料金は（1）の規定にもとづき算定した 1 か

月あたりの基本料金全額といたします。  

8. 料金の支払方法  

（1） ガスをご使用になるお客さまは、料金（9 の規定による延滞利

息を含みます。）を毎月お支払いいただきます。  

（2） 料金（9 の規定による延滞利息および 11、15 の規定による精

算額を含みます。）は、（3）の場合を除き、口座振替または払込
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みいずれかの方法によりお支払いいただきます。  

（3） お客さまが当社指定の様式のうち払込書によって料金を支払

われる場合、当社が別途定める場合を除き、払込書発行手数料と

して、原則、払込書の発行等に係る費用に相当する金額を、料金

とあわせてご負担いただきます。 

（4） 一般ガス供給約款 37(1)①および②に規定する料金または延

滞利息は、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。 

9. 延滞利息  

（1） お客さまが、支払期限日を経過してもなお料金を支払われな

い場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払の日までの期間に

応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を口座振替により

支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以

降にお客さまの口座から引き落とした場合には延滞利息は申し

受けません。 

（2） 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。

なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額

を除いたものといたします。 

算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払の日

までの日数×0.0274％（1 円未満の端数切捨て） 

（備考） 

消費税等相当額の算定方法は、別表第 2（4）のとおりとい

たします。 

（3） 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象と

なる料金を支払われた直後の支払義務が発生する料金とあわせ

てお支払いいただきます。 

（4） 延滞利息の支払期限日は、（3）の規定にもとづきあわせてお支

払いいただく料金の支払期限日と同じといたします。  

10. 単位料金の調整  

(1) 当社は、毎月、(2)②により算定した平均原料価格が(2)①に定

める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式に

より別表の料金表の各基準単位料金に対応する調整単位料金を

算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位

料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適

用基準は、別表第 2(6)のとおりといたします。 

①平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき  
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調整単位料金（1立方メートルあたり） 

＝基準単位料金＋0.075円×原料価格変動額／100円×（1＋消費税率） 

②平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき  

調整単位料金（1立方メートルあたり） 

＝基準単位料金－0.075円×原料価格変動額／100円×（1＋消費税率） 

（備考） 

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数

は切捨て。 

(2) (1)の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額

は、以下のとおりといたします。 

①基準平均原料価格（トンあたり） 

124,180円 

②平均原料価格（トンあたり） 

別表第 2(6)に定められた各 3ヶ月間における貿易統計の数量および

価額から算定したトンあたりＬＮＧ平均価格（算定結果の 10円未満の

端数を四捨五入し 10 円単位といたします。）およびトン当たりプロパ

ン平均価格（算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位とい

たします。）をもとに次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数

を四捨五入した金額といたします。 

（算式） 

平均原料価格＝(トン当たりＬＮＧ平均価格×0.9748 

       ＋トン当たりプロパン平均価格×0.0404) 

③原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切捨てた 100 円

単位の金額といたします。 

（算式） 

a．平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

b．平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

11. 契約の精算額  

本選択約款にもとづく契約に関する精算額は、年間負荷率未達精

算額および契約最大時間流量超過精算額とし、当社はそれぞれの精

算額を、原則として、当該それぞれの未達または超過が発生した翌
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月に申し受けるものといたします。なお、精算額計算の結果、1 円未

満の端数が生じた場合には、その端数を切捨てます。  

（1） 年間負荷率未達精算額 

お客さまの実績年間負荷率〔 (契約期間における 1 か月あたり

平均実績使用量／契約期間における最大需要期の 1 か月あたり

平均実績使用量)×100 をいいます。〕が 75 パーセント未満の場

合には、当社がやむをえないと判断した場合を除き、次の算式に

よって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達精算額といた

します。 

 

年間負荷率未達精算額＝ 

｛（負荷率 75パーセントに相当する年間使用量）－（実績年間使用量）｝ 

×（契約に定める契約月別使用量に各月の単位料金を乗じたものの合計額を

契約年間使用量で除し、小数点以下第 3 位を四捨五入した額×2） 

 

なお、この未達精算額は、当該契約期間に支払われた基本料金

および従量料金の総額とこの未達精算額との合計額が、上記の

実績年間使用量をもとに一般ガス供給約款の規定にもとづき算

定した料金総額をこえない範囲で算定するものといたします。  

（備考） 

負荷率 75 パーセントに相当する年間使用量は、契約期間中

における最大需要期の 1 か月あたり平均実績使用量に 0.75 を

乗じ、その量を 12 倍したものといたします。 

（2） 契約最大時間流量超過精算額 

お客さまの最大需要期の実績最大時間流量が契約最大時間流

量の 105 パーセントに相当する量（小数点以下切り上げ）をこ

えた場合には、次の算式によって算定する金額を限度とし、契約

最大時間流量超過精算額といたします。ただし、当該実績最大時

間流量が契約最大時間流量の 130 パーセントに相当する量（小

数点以下切り上げ）以下であって、12（1）の規定が適用される

場合を除きます。 

 

契約最大時間流量超過精算額＝ 

｛（実績最大時間流量）－（契約最大時間流量×1.05）｝ 

×｛（流量基本料金単価相当額×1.1）×12｝ 
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なお、契約期間中に契約最大時間流量超過精算額を申し受け、

または申し受けることが確定している場合には、上記算式によ

って算定する金額が、すでに申し受け、または申し受けることが

確定している金額をこえている場合に限り、その差額を契約最

大時間流量超過精算額といたします。  

12. 契約最大時間流量超過時の取扱い  

（1） 契約期間中における実績最大時間流量が契約最大時間流量の

105 パーセントに相当する量（小数点以下切り上げ）をこえた場

合には、原則として当該実績最大時間流量を下限として次の契約

期間における契約最大時間流量を定めます。  

（2） 当社は、①または②の場合には（1）の規定を適用いたしませ

ん。 

①契約期間満了に伴って本選択約款にもとづく契約を終了する

場合 

②当社がやむをえないと判断した場合 

13. 名義の変更  

お客さままたは当社が契約期間中に第三者と合併し、またはその

事業の全部もしくは本選択約款にもとづく契約に関係ある部分を第

三者に譲渡する場合には、お客さままたは当社は当該契約をその後

継者に承継させ、かつ後継者の義務履行を相手方に保証するものと

いたします。 

14. 契約の変更または解約  

（1） お客さまのガス使用計画に変更がある場合、または 2 の規定

により本選択約款が変更された場合は、双方協議して本選択約款

にもとづく契約を変更または解約することができるものといた

します。 

（2） 当社に契約違反があった場合は、お客さまのお申し出にもと

づき、本選択約款にもとづく契約を解約することができるものと

いたします。 

（3） お客さまに契約違反があった場合（ 4 の適用条件を満たさなく

なった場合および 11 の精算額の対象に繰り返し該当している場

合を含みます。）には、当社は本選択約款にもとづく契約を解約

することができるものといたします。  

（4） 本選択約款にもとづく契約が解約された場合、当社はその解

約の日の翌日にお客さまから一般ガス供給約款にもとづく契約
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の申込みがあったものとして取り扱うことがあります。  

15. 契約の解約に伴う契約中途解約精算額  

（1） 当社は、契約の解約が①または②の場合を除き、（ 2）または（3）

の規定にもとづき契約中途解約精算額を申し受けます。なお、精

算額計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を

切捨てます。 

①14（1）の規定による契約の解約であって当社がやむをえない

と判断した場合 

②14（2）の規定による解約の場合 

（2） 新たに本選択約款にもとづく契約を締結しない場合には、当

社は解約の日が属する月に、次の算式によって算定される契約中

途解約精算額を申し受けます。なお、新たに他の選択約款にもと

づく契約を締結する場合には、（ 3）の規定によるものといたしま

す。 

 

契約中途解約精算額＝ 

（1か月あたりの基本料金相当額） 

×（解約日の属する月の翌月から契約終了月までの残存月数） 

 

（3） 新たに本選択約款にもとづく契約を締結する場合であって、

解約日の翌日から契約最大時間流量をそれまでの契約量より減

少する新たな契約を締結する場合または新たに他の選択約款に

もとづく契約を締結する場合には、当社は解約の日が属する月に、

次の算式によって算定される契約中途解約精算額を申し受けま

す。 

 

契約中途解約精算額＝ 

｛（前契約の 1か月あたりの基本料金相当額） 

－（新契約の 1か月あたりの基本料金相当額）｝ 

×（解約日の属する月の翌月から前契約終了月までの残存月数） 

 

16. 本支管工事費の精算  

本支管工事を伴う設備の新増設後 1 年未満の契約期間中において、

お客さまが本選択約款にもとづく契約を解約するとともにガスの使

用を廃止する場合には、当社は、原則としてその本支管の延長また



11 

は入取替工事に係る当社負担額に消費税等相当額を加えたものを全

額申し受けます。 

17. 緊急調整時の措置  

当社は、一般需要に先立ってお客さまに緊急調整に応じていただ

いた場合には、別表の料金表の基本料金を次の算式によって割引い

たします。また、11 の契約の精算額については、双方協議して算定

するものといたします。 

（1） 定額基本料金割引額＝ 

定額基本料金×（調整時間÷当該月の時間数）  

×（1 時間あたりの平均調整量÷契約最大時間流量）  

（2） 流量基本料金割引額＝ 

流量基本料金単価×契約最大時間流量  

×（調整時間÷当該月の時間数） 

×（1 時間あたりの平均調整量÷契約最大時間流量）  

18. その他  

その他の事項については、一般ガス供給約款を適用いたします。  
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附則 

1. 本選択約款実施の期日  

本選択約款は、2025 年 1 月 20 日から実施いたします。 

 

2.  本選択約款の掲示 

 当社は、本選択約款を事業所等に掲示いたします。本選択約款を変更  

する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに本選択約款を変更す 

る旨、変更後の選択約款の内容およびその効力発生時期を周知いたしま  

す。 
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（別表第１） 

適用機器  

蒸気ボイラー[ガスを熱源とし、定格出力（機器容量）が 37.6kW 以

上のもの] 

工業炉[ガスを熱源とした加熱装置のうち、以下に定めるもの ] 

溶解炉、鍛造炉、焼成炉、圧延炉、熱処理炉、雰囲気炉、徐冷炉、

乾燥炉 
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（別表第２） 

料金および消費税等相当額の算定方法  

（1） 料金表の適用基準は、次のとおりといたします。  

①「料金表（その他期）」は、料金算定期間の末日が 4 月の定例

検針日の翌日から 12 月の定例検針日に属する料金算定期間

の料金の算定に適用いたします。 

②「料金表（冬期）」は、料金算定期間の末日が 12 月の定例検

針日の翌日から 4 月の定例検針日に属する料金算定期間の料

金の算定に適用いたします。 

（2） 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。  

（3） 基本料金は、定額基本料金と流量基本料金の合計といたしま

す。流量基本料金は流量基本料金単価に契約最大時間流量を乗じ

た額といたします。 

（4） 従量料金は、基準単位料金または 10 の規定により調整単位料

金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定い

たします。 

（備考） 

上記の料金の算定式は次のとおりとなります。  

料金 

＝定額基本料金 

＋流量基本料金単価×契約最大時間流量  

＋単位料金×使用量 

（5） 料金に含まれる消費税等相当額は次の算式により算定いたし

ます。 

料金に含まれる消費税等相当額 

＝料金×消費税率÷（ 1＋消費税率）（1 円未満の端数切捨て） 

（6）調整単位料金の適用基準は次のとおりといたします。  

①料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 31 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、前年 8 月から 10 月までの

平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

②料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月末日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 11 月までの

平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

③料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 31 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、前年 10 月から 12 月までの
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平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

④料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 30 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、前年 11 月から当年 1 月ま

での平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑤料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 31 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、前年 12 月から当年 2 月ま

での平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用い

たします。 

⑥料金算定期間の末日が 6 月 1 日から 6 月 30 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、当年 1 月から 3 月までの平

均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑦料金算定期間の末日が 7 月 1 日から 7 月 31 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、当年 2 月から 4 月までの平

均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑧料金算定期間の末日が 8 月 1 日から 8 月 31 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、当年 3 月から 5 月までの平

均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑨料金算定期間の末日が 9 月 1 日から 9 月 30 日に属する料金算

定期間の料金の算定にあたっては、当年 4 月から 6 月までの平

均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたしま

す。 

⑩料金算定期間の末日が 10 月 1 日から 10 月 31 日に属する料金

算定期間の料金の算定にあたっては、当年 5 月から 7 月までの

平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

⑪料金算定期間の末日が 11 月 1 日から 11 月 30 日に属する料金

算定期間の料金の算定にあたっては、当年 6 月から 8 月までの

平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 

⑫料金算定期間の末日が 12 月 1 日から 12 月 31 日に属する料金

算定期間の料金の算定にあたっては、当年 7 月から 9 月までの

平均原料価格にもとづき算定した調整単位料金を適用いたし

ます。 
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（別表第３） 

料金表  

（1） 定額基本料金 

1か月につき 
2,640.00円 

（消費税等相当額を含みます。） 

（2） 流量基本料金単価 

1立方メートルにつき 
967.27円 

（消費税等相当額を含みます。） 

（3） 基準単位料金 

その他期 1立方メートルにつき 

130.03 円 

（消費税等相当額を含みま

す。） 

冬期 1立方メートルにつき 

141.73 円 

（消費税等相当額を含みま

す。） 

（4）調整単位料金 

（3）の基準単位料金をもとに 10 の規定により算定した 1 立方メートル

あたりの単位料金といたします。 

 

 


